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この「業務仕様書」は、岩手県（以下「県」という。）が実施する、タイにおける「日本東北観光フ

ェア」出展・運営支援業務（以下「本業務」という。）の受託候補者の選定に関し、県が、契約する事

業者（以下「受託者」という。）に要求する本業務の概要や仕様を明らかにし、企画コンペに参加しよ

うとする者（以下「コンペ参加者」という。）の提案に具体的な指針を示すものである。 

 

１ 業務の概要  

 ⑴ 趣 旨 

  令和４年 10 月の水際措置の大幅な緩和以降、タイからの観光客が増加していることから、更な

る誘客を促進するためプロモーションを実施する必要がある。 

このため、タイで５月 18 日から 19 日まで開催される一般消費者向けイベント「日本東北観光

フェア」（主催：（一社）東北観光推進機構）に岩手県ブースを出展し、秋から冬のコンテンツを

中心とした本県の観光情報を発信し、認知度向上及び来県意欲の醸成を図り、10～12 月における

タイからの誘客促進を目指すもの。 

 

⑵ 日本東北観光フェア 概要 

 ・開催期間：2024年５月 18日（土）から５月 19日（日）まで 

 ・会場：セントラル・ワールド（住所 4, 4/1 2, 4/4 Rajdamri Road, Bangkok 10330） 

 

 ⑶ 業務件名及び数量 

   タイにおける「日本東北観光フェア」出展・運営支援業務 一式 

 

 ⑷ 委託期間 

   契約締結の日から令和６年６月 28日（金）まで 

 

 ⑸ 委託料の上限額 

   2,831,000円（税込） 

 

２ 業務内容（仕様） 

 ⑴ 提案内容 

   企画提案書には次の項目を記載すること。 

   ① 事業スケジュールに関すること 

   ② 実施体制に関すること 

   ③ 出展内容に関すること 

 

 ⑵ 業務内容（仕様） ※別添「出展要項」を参照のこと 

  ア 岩手県ブースの出展・運営 

  （ア）１小間出展（出展料無料）とし、レンタル備品一式の使用料（40 千円）を費用積算内訳書

に計上すること。使用料は県が指定する業者に速やかに支払うこと。なお、出展申し込みは不

要であること。 

   〇レンタル備品(個数・規格)：3口コンセント(1本・3メートル) 

マガジンラック A4用（1台・25×155㎝） 

（イ）岩手県ブースの運営管理のため、管理者を１名以上配置し、当イベントに参加する県職員

との連絡調整を円滑に行える体制とすること。 

（ウ）管理者は、出展に係る会場準備等の対応を行うこと。 

（エ）岩手の秋から冬(10～12 月)のコンテンツを中心に、効果的に情報発信できる出展内容及び
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ブース装飾とし、その内容を提案すること。 

 

イ 通訳 

（ア）イベント期間中は通訳を２名以上配置し、うち１名はブース内に常時配置すること。１名は

ビジネスレベルの通訳とすること。 

（イ）なお、出展に係る会場準備等の際も１名以上通訳を配置すること。 

ウ ステージ、賑やかし等 

（ア）岩手のＰＲに資する賑やかし等を提案すること。なお、ステージ PR に参加予定であること。 

（イ）演者等が渡航の必要がある場合、航空券や宿泊の手配等のアレンジ全般を行うこと。 

エ アンケート、ノベルティ等 

（ア）イベント期間中、一般参加者を対象に今後の誘客に資するアンケート調査を実施し、その

結果を分析し報告すること。アンケート項目は、県と協議の上設定する。 

（イ）アンケート回答者にはノベルティを配布（500 個以上）することとし、その配布内容につい

て提案すること。ノベルティ作成・購入等の経費は委託料に含まれること。 

オ 体験 PR 

（ア）来場者向けに、工芸品のワークショップを実施すること。 

（イ）体験キットは 30個以上手配すること。体験時間は 15分程度を想定していること。 

カ その他 

（ア）事務局輸送（船便）でのパンフレット類の輸送経費を計上すること。 

   ※ 20kg×３ヶ口を送付予定。その他輸送物については 県と随時協議すること。 

（イ）事業の実施結果及び効果の取りまとめを行い、報告書を提出すること。 

（ウ）委託内容の詳細については、県と随時協議すること。 

 

３ 企画提案書等 

⑴ 提出書類及び提出部数について 

  ア 企画提案書 ８部（正本１部、副本７部） 

  イ 費用積算内訳書 ８部（正本１部、副本７部） 

    本業務の実施に要する費用の内訳（項目、数量、単価、金額等）を明らかにした費用積算内

訳書を作成すること。 

企画提案書とは別に作成し、様式は任意とするが、岩手県知事達増拓也あてに、参加者の称

号又は名称、代表者職指名を記載の上、提出すること。 

⑵ 留意事項 

ア 参加者は、複数の提案を行うことはできないものとする。 

イ 企画提案書等は、提出後の書換え、引換え、撤回又は再提出を認めない。 

  ウ ページ番号は目次を除き通し番号とし、各ページの下部中央に印字すること。 

  エ 企画提案書はA4縦の用紙とすること。 

 ⑶ 主な審査観点について 

・秋から冬のコンテンツを中心に、岩手県の観光情報を効果的に発信できる内容となっているか。 

・提案内容を確実に履行でき、かつ参加する県職員の支援を十分にできる能力・執行体制か。 

 

４ 契約に関する条件 

 ⑴ 再委託等の制限 

  ア 受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等のうち監理業務部分を一括して第

三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。 

  イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内



4 

 

容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して文

書で報告しなければならないこと。 

 

 ⑵ 再委託の相手方 

   受託者は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより本業務の一部を第三者に委託する場合は、そ

の相手方を、岩手県内に主たる営業所を有する者の中から選定するように努めなければならない

こと。 

 

 ⑶ 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

  ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を

明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができること。 

イ 県は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につ

き著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要

な措置をとるべきことを請求することができること。 

ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置

を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、県に対して文書により通知しなければ

ならないこと。 

 

 ⑷ 権利の帰属等 

   本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関し

ては、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとするが、その詳

細については、県、受託者間で協議の上、別途契約書により定めること。 

 

 ⑸ 機密の保持 

   受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、

漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様であること。 

 

 ⑹ 個人情報の保護 

  ア 受託者は、法第 66 条第２項において準用する同条第１項の規定による安全管理措置を講ずる

義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならないこと。 

  イ 受託者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者（以下「個人情報管理責任者」

という。）及び当該業務に従事する者（以下「受注業務従事者」という。）を指定し、実施機関

に報告すること。 

  ウ 受託者は、利用目的以外の目的のために利用しないよう、受託事務等において取り扱う個人

情報の使用目的、使用範囲等を明確にすること。 

  エ 受託者は、引き渡された個人情報の返還、廃棄等の時期を明確にすること。また、業務完了

後も県に個人情報の保管を指示された場合は、その方法を明確にすること。その保管が完了し

たときは、発注者の指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は廃棄すること。 

  オ 受託者は、個人情報の運搬が伴う場合には、運搬の過程で個人情報が紛失等することがない

ように、受託業務従事者が直接運搬する等、運搬及び受渡しの方法について確実な措置を講じ

なければならないこと。 

  カ 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法に違

反した場合には、法の規定に基づき処罰される場合があること。 

  キ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関は、別途報告又は資料の提出を指示する

場合があり、その場合、受託者は、実施機関の指示に従うこと。 
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 ⑺ 報告書の提出 

 受託者は、事業の実施結果等を分析し、事業実績報告書を提出すること。 

 

 ⑻ その他 

   本業務の実施に当たり、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、速やかに県と

協議を行うもの。 


